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処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため。）

[参考]
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第６条
厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は
区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定に
より基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者がその基準に適合
しない家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれが
あると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき
は、その者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するた
めに必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
２　厚生労働大臣又は都道府県知事は、家庭用品によるものと認められる人の健康に係
る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被
害と関連を有すると認められる人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質が含まれ
ている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該家
庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者に対し、当該家庭用品の回収を図ることその他
当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができ
る。

　－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

有害物質を含有する家庭用品の回収

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第６条

有害物質を含有する家庭用品による健康被害の未然防止及び拡大防止のため、当該家
庭用品の製造又は輸入を行う者に対し、製品の回収を図ることその他必要な措置を命ず
る。


